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確 定 拠 出 年 金確 定 拠 出 年 金確 定 拠 出 年 金確 定 拠 出 年 金 「「「「 従 業 員 上 乗従 業 員 上 乗従 業 員 上 乗従 業 員 上 乗 せせせせ 」」」」 ６ ０６ ０６ ０６ ０ 社 超 導 入社 超 導 入社 超 導 入社 超 導 入                             2 0 12 0 12 0 12 0 1 2222 .... 1 . 2 81 . 2 81 . 2 81 . 2 8     

今 月 か ら 認 め ら れ た 企 業 型 確 定 拠 出 年 金 の 「 従 業 員 の 上 乗 せ 拠 出 」 に つ い

て 、 ６ ０ 社 超 の 企 業 が 導 入 す る こ と が 明 ら か に な り ま し た 。  

金 融 機 関 か ら 確 定 拠 出 年 金 の 記 録 業 務 を 請 け 負 う 個 人 情 報 管 理 会 社 ２ 社 に

よ る と 、 ６ ５ 社 前 後 が ２ 月 か ら の 拠 出 開 始 を 計 画 し て お り 、 大 半 が 、 従 業 員

が 少 な く 制 度 変 更 が 容 易 な 中 堅 ・ 中 小 企 業 で す 。 大 企 業 で は 、 年 度 が 替 わ る

４ 月 ス タ ー ト が 多 く 、 野 村 証 券 が 承 認 を 受 け 、 ま だ 申 請 は し て い な い も の の

岡 三 証 券 も 今 年 中 に 導 入 す る 方 向 で 検 討 し て い ま す 。  

 企 業 型 の 確 定 拠 出 年 金 は 、 従 業 員 個 人 が 投 資 信 託 な ど の 金 融 商 品 を 選 び 、

そ の 運 用 成 績 で 受 給 額 が 変 わ り ま す 。 ２ ０ ０ １ 年 に 始 ま り 加 入 者 は ４ ０ ０ 万

人 を 超 え て い ま す 。 こ れ ま で 掛 け 金 を 拠 出 す る の は 企 業 に 限 ら れ て い ま し た

が 、今 月 か ら 従 業 員 が 最 大 月 ２ 万 ５ ５ ０ ０ 円（ 他 の 企 業 年 金 に 未 加 入 の 場 合 ）

ま で 上 乗 せ で き る よ う に な り ま し た 。 掛 け 金 は 所 得 控 除 の 対 象 と な り 、 運 用

益 も 非 課 税 。 老 後 に 受 け 取 る 年 金 も 所 得 控 除 な ど を 受 け ら れ 、 個 人 金 融 商 品

に 投 資 す る よ り 有 利 と な っ て い ま す 。     

    

    

国 民 年 金国 民 年 金国 民 年 金国 民 年 金 保 険 料保 険 料保 険 料保 険 料     平 成平 成平 成平 成 ２ ４２ ４２ ４２ ４ 年 度年 度年 度年 度 はははは ４ ０４ ０４ ０４ ０ 円 引 下円 引 下円 引 下円 引 下 げげげげ                                                     2 0 12 0 12 0 12 0 1 2222 .... 1 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 1     

    厚 生 労 働 省 は 、 ２ ４ 年 度 に お け る 国 民 年 金 保 険 料 に つ い て 、 今 年 度 よ り 月

額 で ４ ０ 円 引 き 下 げ 、 １ 万 ４ ， ９ ８ ０ 円 と す る こ と を 決 定 し ま し た 。 今 年 度

の 国 民 年 金 保 険 料 は １ ５ ， ０ ２ ０ 円 で ２ 年 連 続 の 引 下 げ と な り ま す 。 保 険 料

は 、 平 成 １ ６ 年 度 に 決 め ら れ た 保 険 料 額 に 物 価 や 賃 金 の 伸 び に 合 わ せ て 調 整

す る こ と に な っ て い ま す 。 前 年 の 物 価 下 落 に よ る 影 響 が 保 険 料 引 下 げ の 主 な

要 因 と な っ て い ま す 。  

 一 方 、 物 価 下 落 に よ り ２ ４ 年 度 の 年 金 支 給 額 も ４ 月 分 か ら ０ ． ３ ％ 下 が る

見 通 し で す 。 な お 、 こ の 見 通 し に は 、 過 去 に 行 な わ れ た 物 価 ス ラ イ ド 特 例 措

置 に よ る 過 払 い 分 ２ ． ５ ％ の 調 整 は 含 ま れ て い ま せ ん 。  

    

    

パ ー トパ ー トパ ー トパ ー ト へ のへ のへ のへ の 社 保 適 用 拡 大社 保 適 用 拡 大社 保 適 用 拡 大社 保 適 用 拡 大     中 小 企 業中 小 企 業中 小 企 業中 小 企 業 はははは 猶 予猶 予猶 予猶 予 へへへへ                                                         2 0 12 0 12 0 12 0 1 2222 .... 1 . 1 41 . 1 41 . 1 41 . 1 4     

パ ー ト で 働 く 労 働 者 に 対 す る 厚 生 年 金 の 適 用 拡 大 は 、 将 来 の 低 年 金 者 や 無

年 金 者 を 減 ら す 狙 い が あ り ま す 。 労 働 時 間 が 「 週 ３ ０ 時 間 程 度 以 上 」 の 場 合

に 加 入 で き る 現 行 制 度 を 見 直 し 、「 週 ２ ０ 時 間 以 上 」 に 広 げ る 方 向 で す 。 こ れ

に よ り 、 約 ４ ０ ０ 万 人 が 加 入 見 込 み と さ れ て い ま す 。 た だ 、 パ ー ト ら が 多 い

小 売 業 な ど で は 適 用 拡 大 に よ り 事 業 主 の 保 険 料 負 担 が 新 た に 発 生 す る こ と に

慎 重 論 が 多 く 、 こ れ ら の 業 界 を 念 頭 に 「 激 変 緩 和 措 置 」 を 講 じ る よ う 求 め ら

れ て い ま し た 。  

そ こ で 厚 生 労 働 省 は 、 ２ ０ １ ５ 年 度 ま で の 実 施 を 目 指 し て い る パ ー ト 労 働

者 へ の 社 会 保 険 の 適 用 拡 大 に 関 し て 、 中 小 企 業 の 負 担 が 急 増 し な い よ う 、 従

業 員 ３ ０ ０ 人 以 下 の 企 業 に つ い て は 適 用 を 猶 予 す る 方 針 を 示 し ま し た 。ま た 、

３ ０ ０ 人 超 の 企 業 に つ い て も 、 対 象 者 は 「 月 収 ９ ． ８ 万 円 以 上 」 と す る 激 変

緩 和 措 置 を 検 討 し て い ま す 。  
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6 56 56 56 5 歳歳歳歳 ま で のま で のま で のま で の 継 続 雇 用 制 度継 続 雇 用 制 度継 続 雇 用 制 度継 続 雇 用 制 度     導 入導 入導 入導 入 はははは ２２２２ ～～～～ ５５５５ 年年年年 のののの 猶 予 期 間猶 予 期 間猶 予 期 間猶 予 期 間                     2 0 12 0 12 0 12 0 1 2222 .... 1 . 71 . 71 . 71 . 7     

厚 生 労 働 省 の 労 働 政 策 審 議 会 は 、 高 年 齢 者 雇 用 安 定 法 の 改 正 案 を ま と め 、

定 年 後 の 希 望 者 全 員 の 再 雇 用 に つ い て 、 ２ ０ １ ３ 年 度 の 施 行 段 階 で は 全 面 導

入 は 行 わ ず 、 ２ ～ ５ 年 程 度 の 猶 予 期 間 を 設 け る 考 え を 明 ら か に し ま し た 。  

２ ０ １ ３ 年 度 は ６ １ 歳 ま で の 希 望 者 を 再 雇 用 す れ ば よ い こ と と し 、 ６ ５ 歳 ま

で の 雇 用 確 保 を 義 務 化 す る の は ２ ０ １ ５ 年 度 以 降 と す る 方 針 で す 。  

    

    


